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【
要
約
】
　
日
本
塩
業
史
が
日
本
の
歴
史
学
の
進
展
に
寄
与
し
う
る
一
答
萄
と
し
て
、
流
通
過
程
に
見
ら
れ
る
嵐
の
商
品
流
通
史
の
問
題
が
あ
る
。
と
こ
ろ

で
、
こ
の
部
分
の
研
究
は
、
残
存
史
料
が
比
較
曲
豊
富
で
あ
る
わ
り
に
研
究
の
お
く
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
論
致
は
こ
の
問
題
を
解
明
す
る

一
部
分
と
し
て
、
大
坂
江
戸
に
多
大
な
販
路
を
持
つ
赤
穂
藩
を
対
象
に
、
塩
専
売
を
通
じ
て
そ
の
過
程
上
惹
起
し
た
大
坂
江
戸
及
び
赤
穂
在
地
両
塩
問
屋
の

資
本
曲
関
係
を
分
析
し
て
見
た
。
先
ず
、
赤
穂
藩
が
大
坂
へ
の
塩
専
売
に
成
功
し
た
わ
け
と
し
て
、
大
坂
塩
問
屋
資
本
と
赤
穂
塩
雷
干
資
本
と
の
対
抗
関
係

を
考
察
し
た
。
そ
こ
で
は
、
大
坂
の
商
業
資
本
の
発
展
過
程
上
生
じ
た
赤
穂
塩
悶
歴
に
対
す
る
犀
遮
、
そ
れ
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
赤
穂
塩
問
屋
が
最
後
の

拠
点
と
し
て
、
赤
穂
老
梅
ガ
の
支
持
に
よ
る
塩
専
売
の
方
法
で
対
抗
し
た
事
を
考
察
し
た
。
然
し
、
塩
廻
送
の
幡
で
大
坂
資
本
の
隷
属
下
に
あ
る
他
国
船
の

掌
握
が
赤
穂
側
に
於
て
十
分
で
き
ず
、
遂
に
挫
折
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
事
に
も
ふ
れ
た
。
次
に
、
江
戸
風
専
売
に
於
い
て
は
、
最
初
か
ら
江
戸
塩
問
屋
の

商
業
資
本
下
に
隷
属
し
て
い
る
他
岡
船
の
掌
握
が
隅
難
で
あ
り
、
そ
の
上
に
、
赤
穂
塩
曲
屋
と
西
霞
船
と
の
資
本
的
利
害
が
二
重
に
重
な
っ
て
い
る
こ
と
、

又
在
地
浜
人
膚
の
専
売
反
舛
な
ど
の
為
、
当
初
か
ら
波
瀾
を
招
ぎ
成
立
し
な
か
っ
た
こ
と
を
考
察
し
た
。
そ
し
て
最
後
に
、
文
化
・
文
政
期
に
塩
専
売
に
失

敗
し
た
赤
穂
藩
が
、
天
保
鐡
に
新
規
の
俵
を
揖
齢
し
、
そ
れ
を
各
浜
か
ら
供
繊
さ
せ
る
事
に
よ
っ
て
、
浜
人
履
の
刺
戟
を
た
く
み
に
か
わ
し
な
が
ら
専
売
の

再
編
成
を
行
っ
た
華
を
考
察
し
た
。

戸

隔
　
専
売
の
準
備
段
階

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
赤
穂
藩
の
塩
専
売
は
、
塩
を
羅
下
物
取
扱
い
と
し
た
文
化
六
年
か
ら
始
ま
る
。

然
し
、
専
売
制
実
施
の
準
備
段
階
が
そ
れ
以
前
に
あ
る
。
即
ち
、
明
和
か
ら
安

永
、
更
に
は
天
明
期
に
わ
た
っ
て
度
々
出
さ
れ
て
い
る
「
糠
改
仕
法
」
の
令
達

　
　
　
　
　
②

が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
「
塩
改
仕
法
」
で
強
調
さ
れ
て
い
る
点
は
「
か
げ
塩
」

の
防
止
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
「
か
げ
塊
」
と
い
う
の
は
生
産
塩
を
俵
に
つ
め

て
送
り
出
す
時
、
定
量
に
足
ら
な
い
俵
を
指
す
わ
け
で
、
こ
の
俵
が
多
い
程
、
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塩
価
の
下
落
を
招
く
し
、
赤
穂
塩
の
信
用
を
も
低
下
さ
ぜ
る
原
因
に
も
な
る
も

の
で
あ
る
。
従
っ
て
藩
と
し
て
は
、
こ
の
防
止
策
と
し
て
「
塩
改
仕
法
」
を
出

し
、
厳
重
な
俵
の
検
査
を
行
い
、
　
「
か
げ
塩
」
あ
る
毎
に
一
定
量
の
酒
塩
を
行

わ
せ
、
甚
し
い
「
か
げ
塩
」
に
対
し
て
は
潰
し
俵
の
処
羅
を
と
る
な
ど
、
厳
重

な
統
制
策
を
以
っ
て
こ
れ
に
臨
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
か
げ
塩
」
を

赤
穂
藩
が
重
視
し
た
の
は
、
前
記
の
如
く
、
塩
瀬
の
下
落
、
信
疑
の
低
下
を
心

配
し
た
こ
と
に
よ
る
だ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
に
よ
っ
て
結
果
す
る
赤
穂
塩
販
売

圏
の
縮
少
、
藩
財
政
へ
の
悪
影
響
を
極
度
に
お
そ
れ
た
結
果
に
よ
る
も
の
と
想

像
す
る
。

　
右
の
如
く
、
　
「
か
げ
塩
」
の
検
査
に
よ
っ
て
粗
悪
塩
の
防
止
を
は
か
っ
た
赤

穂
藩
は
、
寛
政
元
年
、
藩
札
仕
法
を
う
ち
だ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
正
金
銀
獲
得

の
体
勢
を
と
と
の
え
た
。

　
一
、
近
年
磐
船
ヨ
リ
大
俵
塩
買
取
候
テ
、
他
國
へ
績
廻
シ
売
欝
欝
、
御
粍
座

　
　
へ
入
金
銀
紛
風
趣
凝
相
聞
候
。
当
地
之
産
物
ヲ
銀
札
ニ
テ
買
取
、
他
へ
積

　
　
出
シ
、
金
銀
一
一
テ
売
候
事
故
、
戻
り
次
第
入
金
銀
二
致
可
牢
事
一
蓋
。

　
一
　
・
北
国
西
国
杯
ヘ
ノ
積
塩
甘
バ
価
ヲ
以
テ
穀
物
魚
類
等
買
取
候
品
ヲ
上
津
刀
並

　
　
江
戸
其
外
積
廻
シ
候
得
パ
’
、
面
面
帰
帆
之
転
入
金
銀
二
致
シ
可
申
事
二
子
。

　
　
不
転
何
銀
札
ニ
テ
調
候
口
印
ヲ
金
銀
二
野
％
代
替
候
ヘ
バ
、
㎞
御
札
座
へ
差
出
シ

　
　
元
ノ
銀
札
二
輪
シ
、
当
地
買
入
之
撮
ハ
銀
礼
ヲ
以
テ
貿
取
可
申
候
。

　
一
、
古
浜
塩
代
御
札
座
へ
入
墨
不
塒
之
趣
多
、
大
坂
ニ
テ
為
替
取
組
候
者
間

　
　
々
有
之
由
根
営
為
。
古
浜
塩
積
雨
愚
心
地
船
勝
二
有
之
候
間
、
以
来
ハ
不

　
　
残
御
札
座
隅
テ
大
坂
為
替
致
拝
借
、
同
断
平
野
屋
仁
兵
衛
・
長
浜
鉛
筆
右

　
　
衡
門
等
へ
叢
図
次
第
銀
子
相
調
、
右
手
形
ヲ
以
テ
御
法
之
通
上
納
可
申
候
。

　
　
右
手
廻
り
候
テ
不
致
拝
借
積
候
優
々
モ
、
代
銀
鮒
右
両
家
ノ
内
へ
糊
納
メ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
　
手
形
ヲ
以
テ
入
銀
二
致
シ
可
申
候
。

　
藩
札
仕
法
と
い
う
の
は
、
右
の
資
料
に
よ
っ
て
わ
か
る
如
く
、
藷
粥
釜
は
他

の
産
物
を
、
地
も
と
で
買
う
晦
は
藩
札
を
使
用
し
、
言
忌
で
販
売
し
た
時
は
帰

帆
次
第
、
正
金
銀
を
雄
勝
へ
提
出
し
、
藩
札
と
ひ
き
か
え
る
方
法
で
あ
る
。
又

大
坂
へ
の
塩
廻
送
は
地
も
と
の
船
を
使
用
す
る
事
が
多
い
か
ら
、
為
替
に
く
む

事
を
励
行
さ
せ
た
方
法
で
あ
る
。
右
の
事
は
、
既
に
藩
財
政
に
破
綻
を
き
た
し

て
い
る
赤
穂
藩
が
、
藩
の
正
金
銀
蓄
積
政
策
と
し
て
と
っ
た
方
法
と
判
断
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
藩
札
仕
法
を
通
じ
て
展
開
さ
れ
る
札
座
の
創
立
・
経
過
・
運
営
、

或
は
藩
札
の
種
類
、
藩
札
発
行
照
門
の
商
人
等
は
史
料
欠
除
し
て
残
念
な
が
ら

全
々
判
明
し
な
い
。
又
、
札
座
を
通
じ
て
益
々
窟
の
蓄
積
を
は
か
っ
た
と
想
像

さ
れ
る
赤
穂
在
地
豪
商
（
塩
問
屋
）
の
柴
原
・
田
淵
家
士
が
存
在
す
る
が
、
そ

の
呉
体
的
正
座
参
画
の
実
体
が
把
握
で
き
な
い
。

　
藩
札
仕
法
に
つ
ず
い
て
寛
政
五
年
、
岡
売
り
の
統
制
を
実
施
し
た
。
．

　
一
、
御
領
分
中
岡
売
場
秘
儀
、
此
度
新
田
村
大
庄
屋
直
左
衛
門
へ
被
仰
付
、

　
　
勿
論
町
方
ノ
外
書
鼻
聾
儀
兼
テ
申
謎
候
巖
ク
停
止
之
鯉

　
右
資
料
に
よ
れ
ば
、
領
内
塩
販
売
取
扱
い
を
新
田
村
童
庄
量
に
命
じ
、
領
内
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の
阪
売
独
占
を
藩
が
裳
尊
し
た
形
を
う
ち
だ
し
た
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
寛
政

七
年
、
赤
穂
領
内
を
南
北
に
流
れ
る
千
種
川
利
用
の
高
瀬
舟
に
よ
る
奥
地
へ
の

塩
積
塾
せ
を
停
止
さ
せ
、
す
べ
て
こ
れ
を
藩
の
掌
握
下
に
組
み
入
れ
た
。

　
右
の
如
ぎ
、
こ
れ
ら
一
連
の
藩
政
策
は
、
領
内
塩
販
売
の
独
占
に
よ
っ
て
、

愈
塩
専
売
の
準
備
を
完
了
し
、
遂
に
文
化
六
年
、
最
も
販
売
の
大
口
と
い
わ
れ

る
大
坂
に
対
す
る
塩
専
売
仕
法
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。

二
　
大
坂
専
売
の
案
施

　
文
化
六
年
か
ら
実
施
さ
れ
た
大
坂
に
対
す
る
赤
穂
藩
の
塩
専
売
は
、
古
浜
塩

即
ち
真
塩
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
元
来
、
赤
穂
塩
田
に
あ
っ
て
は
東
浜
（
尾

綺
・
新
浜
富
村
）
、
西
浜
（
加
里
屋
町
・
盤
屋
・
請
田
両
型
）
に
分
か
れ
、
西

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

浜
は
古
く
、
東
浜
は
江
戸
時
代
初
期
正
保
頃
の
門
訴
と
い
わ
れ
て
い
る
。
又
製

塩
の
種
類
も
、
論
東
浜
は
差
塩
（
ニ
ガ
リ
を
含
右
四
）
、
西
浜
は
真
塩
（
ニ
ガ
リ
を
含

ま
ず
）
を
主
と
し
て
生
産
し
て
い
た
。
そ
し
て
真
塩
を
通
称
古
浜
塩
又
は
小
俵

塩
と
い
い
、
苦
塩
を
大
貫
塩
と
い
っ
て
い
る
。
又
古
浜
塩
は
大
坂
に
、
大
町
塩

は
江
戸
に
向
け
販
売
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
文
化
六
年
、
古
浜
塩
に
対
し
て
國

産
物
取
扱
を
実
施
し
た
と
い
う
の
は
、
大
坂
に
罰
す
る
専
売
開
始
と
理
解
し
て

よ
い
わ
け
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
大
坂
専
売
に
関
す
る
端
緒
と
思
わ
れ
る
文
化
一
一
年
の
資
料
が
現

存
す
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
同
年
、
大
坂
尼
崎
又
右
循
門
が
赤
穂
塩
役
所
に
対

し
て
次
の
よ
う
な
内
容
と
条
件
を
提
出
し
て
い
る
。
内
容
極
め
て
長
文
故
、
そ

の
概
要
だ
け
記
載
す
る
。

　
　
今
度
、
松
平
讃
岐
守
殿
領
分
の
塩
が
国
産
物
と
な
り
、
大
坂
蔵
屋
敷
へ
穣

　
み
冒
せ
、
尼
崎
又
右
衛
門
の
引
き
受
け
と
な
っ
た
。
又
中
買
人
も
八
拾
人
と

　
定
ま
り
、
入
札
払
い
の
結
果
、
浜
野
も
だ
ん
だ
ん
上
昇
し
て
、
高
松
藩
は
満

　
悦
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
赤
穂
藩
の
塩
は
第
一
の
上
品
で
あ
る
上
に
、
大
坂

　
・
大
和
・
河
内
の
醤
油
仕
込
み
に
は
必
需
品
で
あ
る
。
従
っ
て
讃
州
同
様
国

　
産
物
取
扱
に
し
て
、
我
ら
に
そ
の
取
扱
い
を
命
じ
て
も
ら
い
た
い
。
就
い
て

　
は
条
件
と
し
て
、
e
上
方
稜
塩
出
帆
の
際
次
数
を
改
め
、
大
坂
蔵
屋
敷
へ
送

　
状
を
持
参
す
る
こ
と
。
ω
塩
船
着
岸
の
時
入
札
日
を
き
め
て
中
買
・
循
油
屋

　
立
会
で
入
札
す
る
。
薗
凝
固
（
農
圃
）
俵
は
、
実
際
悪
塩
が
あ
っ
た
時
、
船

　
と
相
対
で
直
下
げ
す
る
。
㊧
口
銭
は
壱
貫
租
に
三
捻
匁
と
し
、
内
拾
五
匁
は

　
藩
へ
上
納
、
残
る
捨
五
匁
は
会
所
へ
入
れ
る
。
爾
冬
分
か
ら
春
向
き
の
江
戸

　
廻
し
差
塩
も
同
様
に
取
扱
う
。

　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
と
い
う
の
で
あ
る
。
国
産
物
取
扱
仕
法
は
、
藩
財
政
改
革
上
江
戸
時
代
諸
藩
に

於
い
て
実
施
さ
れ
た
方
法
で
、
当
時
に
於
け
る
一
種
の
流
行
と
も
い
う
べ
く
、
さ

ま
で
異
と
す
る
に
足
ら
な
い
が
、
当
藩
に
紺
し
て
大
坂
商
人
が
積
極
的
に
国
産

物
取
扱
を
上
申
し
て
い
る
点
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
前
詫
の
尼
崎
又
右
衛

門
は
、
赤
穂
塩
を
要
請
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
従
来
赤
穂
と
取
引
ぎ
の
あ
っ
た

八
軒
の
塩
瀬
麗
を
排
除
し
て
、
そ
の
取
扱
い
を
独
占
し
ょ
う
と
は
か
っ
た
の
で
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あ
る
。
然
し
大
坂
商
人
内
部
に
於
け
る
相
剋
は
結
果
的
に
は
全
部
を
排
除
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

こ
と
が
で
き
ず
、
他
の
七
軒
の
問
屋
を
指
定
す
る
事
に
よ
っ
て
決
着
し
て
い
る
。

　
右
の
如
く
、
大
坂
商
人
の
要
求
に
よ
っ
て
赤
穂
藩
が
塩
専
売
に
ふ
み
き
っ
た

理
由
は
、
大
坂
に
於
け
る
衛
場
の
確
定
、
会
所
設
置
に
よ
る
日
銭
の
収
益
、
正

金
銀
の
確
保
な
ど
の
利
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
文
化
六
年
国
塵
取
扱
に
関

し
、
藩
か
ら
塩
生
産
看
に
令
達
さ
れ
た
「
塩
改
定
法
」
に
よ
る
と
次
の
数
項
が

　
　
　
　
　
　
⑨

定
め
ら
れ
て
い
る
。
国
産
取
扱
の
取
締
人
と
し
て
、
塩
支
配
人
を
設
け
、
一
村

か
ら
二
名
在
地
有
力
者
を
選
定
し
て
任
命
す
る
。
そ
し
て
、
東
西
浜
で
生
塵
し

た
塩
は
指
定
の
場
所
に
於
い
て
厳
重
な
桝
揖
の
検
査
を
行
い
、
桝
鼠
の
不
足
し

て
い
る
譲
の
生
産
者
に
は
厳
罰
を
課
す
。
在
地
塩
問
屋
は
こ
の
俵
を
地
面
又
は

他
国
船
に
売
り
、
買
取
つ
た
船
は
大
坂
安
治
州
の
み
に
着
岸
さ
せ
る
。
．
そ
の
際

送
り
手
形
を
大
坂
赤
穂
藩
役
所
へ
提
出
す
る
。
外
麟
船
へ
売
る
場
合
は
在
地
根

揚
の
一
割
蕩
で
取
引
き
し
、
そ
の
正
金
銀
は
札
塵
へ
提
出
す
る
こ
と
。
な
ど
が

定
め
ら
れ
て
い
る
。
以
上
を
総
括
し
て
考
え
れ
ば
、
赤
穂
藩
專
売
は
、
在
地
塩

問
屋
に
そ
の
取
扱
を
ゆ
だ
ね
、
厳
重
な
検
査
の
も
と
に
主
と
し
て
地
船
を
利
用

し
て
大
坂
へ
廻
送
し
、
大
坂
会
断
へ
送
状
を
提
出
さ
せ
て
大
坂
指
定
の
塩
問
屋

に
入
札
払
い
す
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
た
と
言
え
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
赤
穂
藩
が
利
害

上
専
売
に
ふ
み
き
っ
た
に
し
て
も
、
赤
穂
在
地
の
塩
問
屋
厨
及
び
塩
生
産
春
で

あ
る
浜
人
厨
が
ど
の
よ
う
に
考
え
た
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か

も
彼
ら
の
去
就
如
何
は
塩
専
売
の
存
廃
を
も
決
す
る
要
素
を
も
つ
て
い
る
の
で

あ
る
。
以
下
次
の
資
料
に
よ
っ
て
そ
れ
を
分
析
し
て
み
よ
5
。

　
　
大
坂
問
屋
ノ
儀
ハ
、
八
九
十
年
已
前
二
、
御
当
地
よ
り
灘
・
塩
屋
両
落
浜

　
之
内
、
語
格
二
両
三
年
忌
登
り
、
大
坂
表
之
塩
取
扱
候
も
の
の
内
見
立
間
屡

　
ト
桐
定
置
、
其
後
弓
取
捌
之
薪
差
動
候
籔
ハ
又
々
御
当
地
へ
罷
下
リ
、
厚
く

　
詫
言
致
候
配
付
、
差
置
取
扱
望
潮
仕
来
リ
候
処
、
三
十
年
已
前
二
大
坂
問
屋

　
共
、
数
ヶ
条
ヲ
立
取
締
リ
申
合
、
不
正
之
商
内
致
、
右
及
三
ケ
所
よ
り
謡
曲

　
リ
、
大
坂
川
崎
屋
治
兵
衛
・
播
摩
屋
善
蔵
ト
申
看
を
見
立
、
南
木
津
川
勝
手

　
二
問
屋
構
立
候
積
相
談
網
決
候
処
、
夫
迄
仕
来
候
北
八
軒
之
問
屋
共
、
右
様

　
子
忌
聞
、
早
速
御
温
州
地
へ
㎜
能
下
り
、
又
候
毅
謹
話
託
蕾
R
致
、
漏
穴
上
張
阿
切
車
表
ニ
テ

　
ロ
銭
之
分
画
瀬
越
重
囲
掛
り
物
等
、
右
二
立
網
止
メ
候
間
、
何
卒
惣
諾
々
へ

　
御
蒲
⊥
回
ケ
風
下
事
様
ト
相
頼
候
故
、
謡
曲
…
済
之
楼
｝
す
ニ
テ
㎜
能
登
り
候
。
然
ル

　
処
、
其
後
御
当
地
之
相
談
相
崩
レ
候
処
、
右
問
屋
共
致
方
無
御
座
候
故
、
大

　
坂
番
所
へ
続
絵
申
上
騰
テ
、
大
変
二
相
成
、
其
上
大
坂
御
番
所
へ
期
西
浜
三

　
ケ
所
村
役
人
中
＃
社
頭
共
罷
登
リ
富
盛
、
御
番
二
四
テ
段
々
御
調
之
上
、
右

　
願
之
通
二
相
裾
継
申
、
其
後
弥
問
屋
即
く
く
ら
れ
迷
惑
仕
介
在
候
処
、
又
候

　
七
年
後
堺
大
西
源
兵
衛
・
灘
羅
伊
兵
衛
右
両
人
を
鐵
組
、
北
八
軒
之
問
屋
共

　
へ
堅
く
塩
差
向
ケ
不
申
候
テ
、
遥
々
一
統
堺
へ
差
向
ヶ
候
内
五
・
六
艘
大
坂

　
へ
抜
売
い
た
し
、
又
々
相
崩
レ
、
其
後
弥
大
変
二
成
、
迷
惑
至
極
仕
漸
相
済
、

　
右
之
成
行
二
七
故
、
度
々
毎
々
問
歴
共
仕
向
我
儘
二
仕
候
様
子
網
藤
豆
へ
共
、
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致
方
無
之
処
、
御
産
物
御
取
扱
二
被
為
成
下
、
殊
二
大
坂
表
御
役
所
之
以
御

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
威
光
正
路
之
骨
内
二
思
為
成
下
難
壁
奉
書
候
。

　
右
の
資
料
は
大
坂
へ
の
塩
専
売
が
実
施
さ
れ
て
四
年
後
の
文
化
十
年
、
赤
穂

在
地
の
塩
支
配
人
（
町
年
寄
・
塩
聞
屋
）
が
国
産
物
取
扱
に
就
い
て
、
彼
ら
の

意
見
を
藩
に
上
申
し
た
文
憲
の
一
部
で
あ
る
。
こ
の
資
料
を
も
と
に
し
て
、
塩

問
魔
階
暦
の
塩
専
売
に
関
す
る
動
き
を
分
析
し
て
見
る
。

　
こ
の
資
料
に
よ
る
と
、
大
坂
塩
問
麗
は
文
化
十
年
か
ら
遡
る
こ
と
八
・
九
十

年
前
、
赤
穂
浜
の
代
表
が
上
城
し
て
、
旧
来
か
ら
塩
販
売
を
取
扱
っ
て
い
た
者

の
内
、
何
人
か
を
選
定
し
て
問
屋
を
薪
に
指
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、

右
問
量
の
内
、
塩
取
引
き
上
不
都
合
を
き
た
し
た
者
が
あ
り
、
こ
れ
を
当
方
か

ら
さ
し
と
め
た
寧
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
時
は
該
問
屋
が
赤
穂
へ
来
て
謝
罪
し
て

許
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
三
十
年
前
、
大
坂
問
屋
が
数
ケ
条
の
申
合
せ
を
規
定
し

て
独
占
的
方
法
を
と
っ
た
の
で
、
赤
穂
表
か
ら
上
坂
し
、
大
坂
川
崎
屋
治
兵
衛
、

播
摩
至
善
蔵
の
両
名
を
冤
立
て
、
南
木
津
規
で
取
引
き
を
さ
せ
よ
う
と
内
談
中
、

従
来
の
北
八
軒
の
問
屋
が
こ
れ
を
知
り
、
赤
穂
へ
来
て
謝
罪
し
、
瀬
越
及
び
掛

り
物
の
廃
止
を
条
件
に
、
従
来
通
り
安
治
川
へ
着
船
さ
せ
る
事
を
願
っ
た
。
然

し
、
赤
穂
在
地
と
大
坂
問
屋
の
調
整
が
十
分
撮
来
ず
、
遂
に
そ
の
解
決
を
、
汰

坂
問
屋
は
大
坂
番
所
へ
訴
願
し
裁
決
を
仰
い
だ
。
こ
の
時
、
赤
穂
か
ら
も
村
役

人
・
浜
頭
等
の
上
坂
が
あ
っ
て
種
々
の
調
査
が
行
わ
れ
た
が
、
結
局
赤
穂
側
の

要
求
は
通
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
堺
の
大
西
源
兵
衛
、
灘
羅
伊
兵
衛
の
両
人

に
塩
の
取
扱
を
命
じ
、
北
八
蔚
の
問
屋
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
が
、
大
坂
へ
抜

売
り
す
る
藩
が
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
た
失
敗
し
た
。
こ
の
よ
う
な
状
態
で
あ
る
か

ら
、
今
度
国
産
物
取
扱
に
な
っ
た
事
は
有
難
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
内
容
は
専
売
制
に
対
す
る
赤
穂
在
地
問
屋
層
の
重
要
な
意
志
を
表
わ

し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
故
、
も
う
少
し
た
ち
入
っ
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

先
ず
、
八
九
十
年
前
赤
穂
浜
か
ら
上
坂
し
て
問
屋
指
定
を
行
っ
た
と
い
う
の
は
、

年
代
的
に
考
え
れ
ば
、
丁
度
享
保
年
輩
で
、
大
坂
に
於
い
て
も
、
赤
穂
に
旨
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

て
も
問
屋
株
の
確
定
発
展
期
に
当
っ
て
い
る
。
又
大
坂
に
於
い
て
塩
船
宿
を
設

け
、
桝
廻
し
と
い
う
塩
俵
の
内
容
検
査
を
す
る
事
を
決
定
し
た
の
も
こ
の
時
分

で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
此
の
期
に
大
坂
問
屋
に
於
い
て
不
將
な
行
為
の
あ
る
者

を
遠
慮
な
く
処
断
し
、
わ
び
言
を
入
れ
さ
せ
て
許
し
た
と
い
う
の
は
、
明
ら
か

に
塩
販
売
上
占
め
る
支
配
的
・
指
導
的
位
澱
が
赤
穂
の
在
地
問
屡
溜
の
側
に
あ

っ
た
事
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
三
十
年
前
の
安
永
年
間
、
大
坂
塩

問
量
が
勝
手
に
数
ケ
条
を
設
け
て
（
内
容
不
詳
）
塩
販
売
上
の
指
導
権
を
把
握

し
よ
う
と
し
た
審
に
対
抗
す
る
意
味
か
ら
赤
穂
側
塩
間
量
の
と
っ
た
対
策
が
薪

規
大
坂
塩
闘
争
の
撫
定
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
新
規
問
量
と
い
う
の
は

川
崎
屋
治
兵
衝
・
播
摩
屋
善
蔵
の
両
名
で
あ
る
。
新
規
の
問
羅
を
設
立
し
、
北

八
軒
の
問
屋
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
換
言
す
れ
ば
、
伸
張
し
来
っ
た
従

来
の
大
坂
問
屋
資
本
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
赤
穂
問
屡
側
の
指
導
権
を

維
持
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
時
は
両
者
の
調
整
が
う
ま
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赤穂藩の嬉専売（河手）

く
ゆ
か
ず
、
大
恢
番
所
（
大
坂
町
奉
行
か
）
の
裁
決
を
受
け
る
結
果
と
な
っ
た
。

そ
の
結
果
は
前
記
の
如
く
、
赤
穂
側
の
敗
北
に
終
っ
た
。
こ
れ
ら
の
事
は
、
享

保
か
ら
寛
政
年
間
に
わ
た
っ
て
発
展
し
来
っ
た
大
坂
塩
鮎
屡
の
実
力
を
示
す
も

の
で
あ
り
、
そ
の
巨
大
な
資
本
の
前
に
は
赤
穂
在
地
塩
聞
屋
の
如
き
小
資
本
は

屈
服
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
又
換
需
す
れ
ば
、
幕
府
権
力
の
代
表

者
で
あ
り
、
大
坂
問
量
の
代
弁
者
で
あ
る
大
坂
番
所
が
藩
権
力
を
代
表
す
る
赤

穂
在
地
掻
撫
権
力
を
屈
服
さ
せ
た
姿
で
も
あ
る
。
こ
れ
を
境
に
、
赤
穂
問
屋
の

揖
導
権
は
完
全
に
大
坂
間
量
に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
た
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
大

坂
番
所
へ
訴
訟
し
た
際
の
細
部
に
わ
た
る
取
調
べ
内
容
は
直
接
関
係
を
持
た
な

い
の
で
省
略
す
る
。

　
指
導
権
を
奪
わ
れ
た
赤
穂
側
は
、
依
然
挽
回
を
策
し
、
又
々
堺
商
人
に
塩
の

取
扱
い
を
命
じ
、
大
坂
北
八
軒
問
屡
の
排
除
を
計
藪
し
た
。
け
れ
ど
も
、
堺
へ

向
つ
た
塩
船
の
中
に
は
、
大
坂
へ
抜
売
り
を
す
る
者
が
あ
り
、
こ
れ
ま
た
失
敗

に
終
っ
た
。
こ
の
事
は
大
坂
八
軒
の
塩
問
羅
資
本
が
赤
穂
塩
を
掌
握
し
た
事
を

意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
塩
瀬
の
決
定
、
或
は
塩
の
販
売
上
、
大
坂
塩
問
星
の

も
つ
優
位
性
が
確
立
し
た
姿
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う

な
大
坂
塩
黒
総
の
大
資
本
に
対
抗
す
る
手
段
と
し
て
、
赤
穂
在
地
洗
雪
屡
履
の

選
ん
だ
道
が
赤
穂
藩
権
力
と
の
抱
合
で
あ
る
。
力
衰
え
た
と
は
い
え
、
当
時
の

彼
等
の
頼
り
得
る
唯
一
最
高
の
権
力
は
藩
権
力
で
あ
る
。
こ
の
藩
権
力
を
も
つ

て
最
後
の
早
書
に
で
た
の
が
国
産
物
取
扱
の
仕
法
で
あ
っ
た
。
こ
．
の
仕
法
を
通

じ
て
指
導
権
の
恢
復
、
利
益
の
獲
得
を
ね
ら
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
へ
ん
に
赤

穂
喚
問
歴
の
国
産
仕
法
支
持
の
所
以
が
考
え
ら
れ
る
。
製
塩
専
売
を
実
施
す
る

に
あ
た
っ
て
会
所
札
座
な
ど
に
右
の
在
地
問
屋
層
が
参
加
し
て
い
る
纂
も
想
像

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

さ
れ
る
わ
け
で
、
藩
と
商
人
の
利
害
の
緊
密
性
を
物
語
る
。

　
最
後
に
生
産
旛
摺
で
あ
る
浜
人
は
こ
め
専
売
に
反
対
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も

当
時
の
赤
穂
塩
田
の
階
層
分
化
は
甚
し
く
、
当
地
の
一
つ
で
あ
る
塩
屋
村
だ
け

で
あ
る
が
、
室
永
年
闘
五
一
．
を
数
え
た
自
作
層
が
、
安
永
年
間
に
は
四
に
減
少

し
、
反
対
に
宝
永
年
間
四
の
小
作
が
安
永
五
器
に
は
二
七
の
多
く
を
数
え
る
と

　
　
　
　
　
　
⑬

い
う
有
様
で
あ
り
、
又
塩
業
の
特
殊
監
か
ら
絹
当
の
資
本
を
自
作
・
小
作
は
塩

田
地
主
（
塩
問
屋
を
兼
ね
る
の
が
普
通
）
か
ら
受
け
、
小
作
と
い
う
身
分
上
の

制
約
の
上
に
資
本
的
に
隷
属
と
い
う
二
重
の
束
縛
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

従
っ
て
自
小
作
層
の
発
言
は
闇
量
層
に
封
じ
こ
め
ら
れ
る
可
能
性
が
強
く
、
か

り
に
塩
専
売
に
反
対
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
発
言
は
極
度
に
制
約
を
受
け
て
い
た

と
断
上
し
て
よ
い
。
こ
の
へ
ん
に
文
化
六
年
大
坂
専
売
に
あ
た
り
、
問
屋
層
に

お
し
き
ら
れ
た
所
以
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
然
し
、
専
売
実
施
後
に
そ
の

矛
盾
を
曹
覚
し
、
交
叉
十
年
江
戸
専
売
実
施
計
画
の
時
に
は
強
力
な
反
対
が
表

明
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
浜
人
層
の
専
売
に
対
す
る
動
き
は
江
戸
専
売
計
画
の

項
で
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

　
右
の
如
き
過
程
で
実
施
さ
れ
た
大
坂
へ
の
古
浜
塩
専
売
は
、
文
化
六
年
五
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

東
西
浜
真
塊
製
塩
許
可
か
ら
世
紀
さ
れ
る
。
こ
の
事
件
は
従
来
真
塩
の
製
塩
は
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西
浜
の
み
に
限
ら
れ
て
い
た
も
の
を
東
浜
に
も
許
可
す
る
布
達
で
あ
る
。
西
浜

は
こ
れ
に
反
対
し
た
が
藩
の
増
産
に
よ
る
利
潤
獲
得
致
策
の
前
に
お
し
き
ら
れ

て
い
る
。
か
く
し
て
丈
化
六
年
夏
工
月
、
　
「
塩
改
定
法
嬬
を
布
令
し
て
塩
専
売

の
具
体
的
取
扱
い
を
指
示
し
た
。
そ
の
内
容
は
前
に
寵
熟
し
た
の
で
こ
こ
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

省
略
す
る
。
又
塩
支
配
人
と
し
て
町
大
年
寄
前
川
新
衛
右
門
を
起
薄
し
、
国
産

取
扱
塩
薩
摩
と
し
て
浜
野
量
・
川
口
屋
な
ど
在
地
塩
問
隆
層
を
参
画
さ
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
塩
問
屋
は
宝
永
頃
か
ら
発
展
し
て
来
た
も
の
で
文
化
年
間
に
は

と
り
た
て
郷
土
と
な
っ
て
い
る
着
が
多
い
。
前
記
の
浜
野
屋
柴
原
幾
左
衛
…
門
は

文
化
十
年
蔵
元
役
で
知
行
百
石
、
川
口
屋
田
淵
豊
吉
は
、
奥
藤
又
治
蛍
葛
隅
木

弥
治
郎
・
橋
本
甚
右
衛
門
等
の
豪
農
商
と
共
に
そ
れ
ぞ
れ
知
行
を
宛
行
わ
れ
て

　
　
⑯

い
る
。
こ
の
よ
う
に
国
塵
取
扱
い
は
在
地
環
商
の
謂
負
酌
方
式
で
発
足
し
た
の

で
あ
る
。

　
こ
の
専
売
は
現
在
の
専
売
と
比
較
し
て
種
々
の
聞
題
を
包
含
し
て
い
る
。
そ

の
一
つ
は
廻
船
の
問
題
で
あ
る
。
前
詫
「
塩
改
定
法
」
の
申
に
は
他
国
船
へ
の

販
売
が
許
さ
れ
て
い
る
が
A
後
に
は
禁
止
さ
乳
た
。
当
時
赤
穂
へ
の
他
風
船
出

入
は
根
当
数
に
の
ぼ
り
、
全
課
船
の
過
半
を
占
め
て
い
た
。
そ
の
中
に
は
大
坂

塩
問
屋
資
本
下
に
掌
握
さ
れ
て
い
た
も
の
も
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
従
っ
て

赤
穂
塩
問
屋
は
大
坂
問
屋
を
完
全
に
し
め
だ
し
、
自
己
の
利
益
独
占
を
ね
ら
っ

て
他
国
船
へ
の
売
買
を
禁
止
す
る
方
法
を
と
っ
た
。
そ
の
為
、
赤
穂
で
手
船
を

持
つ
問
屋
は
比
較
的
安
価
に
塩
を
買
い
、
大
坂
会
所
へ
送
り
入
札
払
い
で
有
利

に
販
売
し
得
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
塩
臆
村
所
有
の
手
船
を
記
載
す
る
と
、

宝
永
三
年
で
は
船
数
四
捨
艘
、
そ
の
内
八
端
帆
鏡
鐙
、
七
端
帆
九
艘
、
六
端
帆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

壱
艘
、
五
端
帆
弐
艘
、
玉
端
帆
昔
六
艘
、
船
持
三
拾
壱
人
と
な
っ
て
い
る
。
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

治
五
年
の
調
査
で
は
命
数
五
拾
五
艘
、
船
持
三
拾
八
人
で
あ
る
。
こ
れ
は
塩
屋

村
の
み
で
あ
る
が
、
他
の
薪
浜
・
尾
崎
・
加
里
屋
の
手
船
を
加
え
れ
ば
相
当
数

に
の
ぼ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
船
は
赤
穂
塩
間
延
の
資
本
を
受
け
て

造
船
し
た
も
の
が
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
翠
雲
に
あ
だ
っ
て
は
自
分
所
属

の
塩
問
屋
の
塩
を
優
先
的
に
取
級
つ
た
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
こ
れ
ら
の
船
は
直

接
塩
問
屋
の
避
溢
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
資
本
的
隷
属
の
位
置
に
あ
っ
て
、
間

量
所
有
船
同
様
に
取
扱
わ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
、

　
　
御
当
所
し
百
浜
塩
ナ
㌶
威
、
年
々
出
来
噛
墨
椙
増
候
へ
共
、
以
晶
助
ハ
他
所
船
多
ク

　
致
積
引
候
故
、
塩
之
捌
モ
宜
敷
御
座
候
処
、
御
国
産
御
取
扱
被
仰
付
記
三
巴
。

　
其
後
他
国
船
積
引
御
薦
留
被
為
仰
付
、
厳
重
網
守
罷
在
隠
処
、
近
年
船
無
数

　
ニ
テ
不
備
、
殊
二
地
平
障
り
一
一
テ
ハ
馴
合
一
向
直
段
モ
引
立
病
害
、
猶
又
当

　
年
ハ
黒
黒
翠
リ
別
テ
不
捌
ニ
テ
一
統
迷
惑
至
極
仕
候
。
是
又
臥
圏
群
薄
帯
留

　
二
御
塵
候
故
ト
乍
恐
答
案
エ
奉
存
候
。
且
叉
往
古
ヨ
リ
御
当
所
吉
浜
塩
積
来

　
候
船
々
入
用
ロ
ヨ
リ
注
文
請
折
々
塩
海
騒
へ
尋
二
参
リ
候
へ
共
、
御
善
計
之

　
雨
承
リ
罷
帰
り
、
上
灘
欝
並
工
讃
州
辺
へ
参
り
、
御
当
所
古
浜
豊
岡
様
防
護

　
捲
売
擁
々
へ
向
候
様
二
承
り
候
。
右
躰
二
相
臥
龍
テ
ハ
浜
人
一
統
歎
ケ
ハ
敷

　
奉
存
候
。
何
卒
御
不
便
二
藍
為
思
召
、
他
国
船
割
込
置
引
御
免
被
成
下
候
ハ
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赤穂藩の塩：専売（河手）

　
パ
、
追
々
塩
売
捌
モ
宜
敷
且
直
段
モ
引
立
賊
難
二
奉
存
候
。
乍
恐
骨
頭
願
上

　
候
通
号
耳
聞
口
分
御
免
被
為
成
下
候
ハ
ハ
、
広
大
釣
的
慈
悲
難
有
学
含
可
奉

　
　
　
　
⑲

　
存
候
以
上
。

　
と
あ
る
如
く
、
他
国
船
へ
売
買
す
る
事
を
禁
止
し
、
地
も
と
船
の
み
に
廻
送

を
許
し
て
来
た
為
、
兎
角
聞
歴
と
浜
人
の
間
に
な
れ
あ
い
的
塩
価
の
決
定
が
行

わ
れ
、
面
懸
の
上
昇
は
望
め
な
か
っ
た
。
又
他
国
船
は
赤
穂
で
の
買
い
入
れ
が

出
来
な
か
っ
た
か
ら
、
他
の
浜
の
塩
を
赤
穂
塩
と
い
つ
わ
っ
て
販
売
す
る
等
の

事
が
行
わ
れ
、
赤
穂
浜
と
し
て
は
唐
綴
に
販
売
市
場
の
狭
少
化
、
或
は
限
定
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

を
招
い
て
、
在
地
浜
人
層
を
益
々
困
窮
に
お
と
し
入
れ
た
。
そ
の
為
、
文
化
十

一
年
遂
に
他
国
船
へ
の
売
買
禁
止
の
法
令
を
解
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ

に
し
て
も
、
文
化
六
年
直
後
か
ら
文
化
十
一
年
ま
で
、
短
期
聞
で
は
あ
っ
た
が
、

殆
ん
ど
身
金
に
販
売
廻
送
権
を
掌
握
し
た
事
は
注
醤
に
値
い
す
る
。
又
掌
握
し

得
た
理
由
は
大
坂
ま
で
の
地
理
酌
距
離
の
近
接
と
、
大
坂
廻
送
塩
が
前
々
か
ら

手
船
輸
送
で
あ
っ
た
あ
た
り
に
原
因
が
考
え
ら
れ
る
。

三
　
江
戸
専
売
の
計
画
と
崩
壊

　
大
坂
に
於
け
る
古
浜
塩
専
売
に
一
応
成
功
し
た
赤
穂
藩
は
文
化
十
年
、
江
戸

に
対
す
る
大
飯
塩
の
専
売
実
施
を
計
拝
し
た
。
赤
穂
藩
は
嗣
年
江
戸
番
所
（
町

奉
行
）
に
国
産
物
取
扱
を
申
請
し
、
前
々
か
ら
藩
屋
敷
へ
廻
送
し
た
塊
だ
け
を

取
扱
っ
て
い
た
越
前
麗
小
一
兵
衛
に
國
藍
取
扱
の
担
当
を
内
命
し
た
。
江
戸
園

産
物
仕
法
の
要
冒
は
、
江
戸
廻
り
の
塩
船
を
す
べ
て
越
前
屋
方
会
所
へ
引
寄
せ
、

問
屋
・
仲
買
に
よ
る
入
札
払
い
と
し
、
塩
代
金
壱
両
に
つ
ぎ
三
匁
の
口
銭
を
会

所
納
入
に
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
従
っ
て
赤
穂
の
地
船
は
勿
論
、
他
国
船
も

送
状
を
以
て
江
戸
会
瞬
へ
送
糊
す
る
こ
と
又
相
州
浦
賀
か
ら
江
戸
ま
で
の
間
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
途
中
売
り
を
し
な
い
事
な
ど
を
き
め
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
此
の
新
法
は
在
来
の
江
　
戸
四
軒
の
塩
問
屋
（
秋
闘
新
助
・
渡
辺

熊
治
部
・
長
嶋
屋
彦
右
衛
門
・
松
本
垂
次
郎
）
か
ら
猛
烈
な
反
対
運
動
が
う
ち

だ
さ
れ
た
。
元
来
、
江
戸
四
軒
の
塩
問
屋
は
廻
船
と
塩
問
屋
と
を
兼
ね
他
の
商

品
の
聚
い
は
少
し
も
行
っ
て
い
な
い
謬
っ
て
国
叢
叢
な
り
看
の
越

前
屋
一
軒
に
指
定
さ
れ
て
彼
等
が
排
除
さ
れ
る
こ
と
は
死
活
に
関
す
る
問
題
で

あ
る
。
こ
こ
に
江
戸
問
屋
内
題
に
於
け
る
梱
剋
の
姿
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
そ

こ
で
江
戸
四
軒
の
問
屋
は
国
産
取
扱
を
阻
止
す
べ
く
活
発
な
運
動
を
開
始
す
る
。

彼
等
は
先
ず
江
戸
番
所
に
歎
願
書
を
提
出
し
て
享
保
以
来
の
塩
問
屋
株
の
特
権

を
強
調
す
る
と
共
に
、
越
前
屋
の
新
規
仕
法
に
対
し
真
正
薦
か
ら
反
撃
を
展
開

　
　
⑫

し
た
。
つ
い
で
赤
穂
藩
役
所
に
歎
願
書
を
出
し
、
あ
わ
せ
て
赤
穂
在
地
塩
問
屋

（
柴
原
幾
左
衛
門
・
竹
島
屋
庄
右
衛
門
・
亀
屋
五
郎
右
衛
門
）
に
対
し
協
力
を

求
め
た
。
そ
れ
は
、

　
　
当
地
振
A
呈
テ
ハ
先
薪
法
之
事
故
出
来
不
仕
舞
様
二
可
相
成
候
間
、
其
御

　
地
ニ
チ
モ
船
方
浜
方
難
渋
之
儀
申
立
被
下
候
ハ
ハ
、
墨
画
法
ノ
儀
ハ
出
来
致

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
闘
敷
、
　
先
規
之
姿
ニ
テ
御
差
羅
候
㎞
賊
ト
奉
存
梯
賦
。
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と
い
う
意
味
の
内
容
で
あ
っ
た
。
即
ち
江
戸
に
於
い
て
は
見
通
し
と
し
て
》
と

て
も
新
法
は
成
立
し
難
い
と
思
う
か
ら
、
赤
穂
在
地
に
於
い
て
も
反
対
の
意

を
強
調
し
て
も
ら
い
た
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
涯
戸
四
軒
の
憂
欝
及
び

赤
穂
塩
問
屋
更
に
は
浜
人
層
の
連
合
的
反
繋
体
勢
が
形
成
さ
れ
て
来
た
の
で
あ

る
。
赤
穂
塩
問
屋
及
び
浜
人
の
反
撃
体
勢
を
物
語
る
も
の
と
し
て
次
の
資
料
が

あ
る
。

　
　
当
春
大
聖
塩
之
儀
江
戸
表
二
お
み
て
御
国
産
御
取
斗
二
相
成
候
テ
も
故
障

　
無
之
哉
之
段
御
調
被
仰
聞
一
統
難
有
奉
畏
、
浜
人
共
打
嵜
再
応
相
談
仕
左
様

　
相
成
候
テ
ハ
難
渋
至
極
藩
候
欝
欝
歎
奉
申
上
溝
処
、
御
厳
重
油
断
上
御
講
被
為

　
下
難
有
漏
｛
仔
候
。
然
ル
凹
溜
此
度
汀
縦
戸
野
塩
問
超
脱
よ
り
’
至
来
之
澱
回
状
御
黒
説
聞
被

　
下
候
文
言
之
内
二
、
御
当
地
浜
一
統
難
渋
冷
眼
、
江
戸
御
役
所
様
よ
り
被
為

　
仰
立
候
一
二
有
之
響
胴
付
、
万
一
浜
人
之
内
よ
り
左
様
之
諸
書
方
様
成
と
も

　
御
願
申
上
覧
儀
ハ
無
之
哉
と
段
々
御
吟
味
被
為
遊
候
得
共
、
毛
頭
左
様
之
義

　
無
御
座
候
撫
付
為
其
印
形
仕
奉
差
上
候
。

　
　
文
化
十
年
九
月
廿
六
籍
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
浜
人
連
印

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
　
庄
屋
年
寄
御
中

　
右
に
よ
る
と
、
浜
人
の
中
に
涯
戸
藩
役
所
役
人
に
国
産
仕
法
阻
止
の
歎
願
を

し
た
者
は
暦
ら
な
い
か
と
の
調
査
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
浜
人
側
と
し
て

は
一
人
も
居
ら
な
い
由
を
奉
覆
し
て
い
る
。
然
し
、
浜
人
層
が
大
坂
瞬
産
取
扱

以
来
、
専
売
仕
法
に
反
対
し
、
又
そ
れ
に
よ
っ
て
経
済
的
に
困
窮
し
て
い
る
こ

と
も
事
実
で
あ
っ
た
事
か
ら
、
右
の
歎
願
が
華
実
無
根
と
葬
り
去
る
わ
け
に
は

い
か
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
現
に
文
化
十
年
、
赤
穂
浜
四
ケ
村
の
連
盟
に
よ

る
次
の
如
き
江
戸
専
売
反
対
の
願
書
か
ら
も
窺
え
る
事
で
あ
る
。

　
　
　
乍
小
口
上
之
覚

　
一
、
御
当
地
塩
之
儀
江
戸
表
ニ
テ
四
軒
ノ
問
屋
工
積
送
リ
来
候
処
、
此
度
江

　
　
戸
越
前
屋
小
一
丘
ハ
衛
ト
申
者
会
所
二
御
建
被
成
候
二
付
、
是
迄
之
問
屋
ニ

　
　
テ
売
捌
候
儀
不
相
成
候
趣
御
内
々
被
為
仰
聞
意
欲
奉
存
候
。
右
二
付
乍
恐

　
　
左
二
奉
申
上
候
。

　
一
、
江
戸
廻
船
之
儀
ハ
前
々
ヨ
リ
右
四
軒
忍
問
屋
引
講
亮
捌
来
警
護
候
。
尤

　
塩
員
数
多
分
之
事
二
御
座
候
処
、
江
戸
廻
り
塩
船
ハ
御
領
野
中
僅
曇
ア
御

　
　
他
領
船
怨
讐
引
仕
候
儀
一
一
御
座
候
。
尚
又
難
船
之
儀
江
戸
塩
問
屋
ヨ
リ
加

　
　
入
仕
所
持
ノ
分
モ
有
之
、
塩
代
仕
送
ニ
テ
不
怠
穂
積
引
仕
息
出
、
並
二
江
戸

　
　
塩
問
屋
ヨ
リ
塩
代
銀
ハ
江
鐸
大
坂
為
替
ニ
テ
隠
勢
可
申
闘
、
塩
積
入
呉
候

　
　
様
頼
状
ヲ
以
参
り
候
船
モ
御
阿
座
候
。
L
石
之
趣
ニ
ゲ
御
他
領
船
…
ニ
モ
色
々
振

　
　
合
ノ
儀
モ
御
座
候
得
、
ハ
、
此
度
右
贋
軒
之
問
屋
御
差
留
一
ζ
ア
越
前
屋
一
軒

　
　
二
梱
定
候
テ
ハ
何
角
ト
差
支
之
筋
多
可
有
御
座
ト
奉
存
候
。
右
御
会
所
ニ

　
　
テ
入
札
御
取
型
番
成
候
得
潜
、
正
統
之
欄
内
二
可
有
御
座
様
被
意
想
得
共
、

　
　
穀
物
類
ト
違
中
買
無
数
御
座
候
得
バ
、
至
テ
手
狭
ニ
テ
馴
A
口
書
致
候
杯
御

　
他
領
之
船
脚
疑
敷
存
儀
テ
ハ
甚
気
譜
不
且
、
尚
又
是
迄
江
戸
強
直
段
不
引

　
A
ロ
ノ
様
7
丁
二
七
ヘ
バ
、
相
州
浦
賀
ヨ
リ
㎜
闘
A
口
浦
…
賀
並
二
A
罵
用
二
［
ア
｛
聞
内
什
ド
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候
由
二
御
座
候
。
右
二
付
江
戸
表
直
段
引
立
ユ
モ
相
成
候
廓
轟
々
御
座
侯

　
趣
二
御
座
候
。
然
ル
処
同
所
ヨ
リ
江
戸
迄
之
内
御
差
留
相
成
候
テ
ハ
甚
不

　
　
勝
手
ニ
テ
客
船
弥
気
受
不
宜
ト
奉
存
候
。
乍
然
御
領
分
船
・
ス
如
何
様
二

　
　
御
請
仕
候
テ
モ
、
御
他
領
之
窯
変
屈
二
品
成
候
ヘ
バ
、
御
当
地
蔵
匿
自
然

　
　
ト
齋
冊
引
虚
弱
【
候
様
相
置
帆
配
車
ト
奉
｛
仔
候
。
在
候
ヘ
パ
御
当
地
塩
不
棚
倉
二
相

　
　
成
、
全
室
山
猛
支
二
畑
…
斥
候
ヘ
パ
A
難
銀
モ
不
実
一
＝
ア
浜
串
力
一
仲
就
靴
坤
渋
二
個
相
成

　
　
可
申
ト
甚
薫
蒸
之
至
二
奉
存
候
。
右
ハ
見
越
候
儀
二
御
座
候
ヘ
パ
思
召
之

　
　
程
奉
恐
入
候
へ
共
、
近
年
古
浜
塩
御
産
麦
藁
取
扱
二
相
成
下
掛
付
、
追
々

　
　
浜
人
身
勝
手
ニ
モ
三
相
成
ト
難
有
奉
存
候
処
当
時
ニ
チ
ハ
却
テ
不
勝
手
二

　
　
相
成
候
様
奉
存
候
。
此
度
モ
御
新
法
之
御
定
二
御
座
候
へ
共
、
近
年
打
続

　
　
キ
浜
方
不
雲
気
ニ
テ
一
統
難
渋
仕
居
候
折
柄
二
御
座
候
鳥
、
前
文
之
趣
篤

　
　
ト
御
零
考
被
成
下
、
以
後
差
支
相
成
不
申
候
様
、
御
懲
懲
之
上
偏
二
下
敷

　
　
被
為
仰
付
被
下
北
候
バ
バ
、
広
大
之
御
慈
悲
一
統
難
有
可
奉
存
鼠
輩
上
。

　
　
　
文
隼
年
貢
　

賀
欝
・
蓮
村
・
尾
崎
村
・
新
輪

　
右
の
資
料
を
も
と
に
し
て
、
今
少
し
各
層
の
江
戸
專
売
反
対
の
理
由
を
分
析

し
て
み
る
。
ま
ず
、
在
地
塩
煮
量
願
は
廻
船
の
手
船
の
少
い
事
を
理
由
に
し
て
い

る
。
「
江
戸
稜
地
船
鳳
声
国
之
買
船
団
競
心
得
一
十
分
一
ニ
テ
、
至
テ
僅
之
儀
二

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

御
座
候
」
と
い
う
わ
け
で
狭
少
な
手
船
で
の
江
戸
廻
送
は
困
難
で
あ
り
、
他
豊
丸

に
頼
ら
ね
ば
な
ら
な
い
状
況
下
に
あ
っ
た
。
し
か
も
、
他
国
船
は
「
江
戸
四
軒

之
問
屋
二
内
分
取
組
等
色
々
有
之
。
」
　
「
内
分
振
合
有
之
候
勘
当
江
戸
四
軒
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

間
屋
二
万
一
船
押
等
鋸
歯
ヲ
含
。
」
　
と
い
う
わ
け
で
、
他
国
船
の
江
戸
問
屋
資

本
下
に
隷
属
し
て
い
る
姿
を
見
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
船
建
造
な
ど
に
あ
た
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
江
戸
塩
闇
屡
の
前
貸
を
受
け
て
い
た
事
実
が
あ
り
、
こ
れ
ら
問
屡
を
除
外
し

て
他
の
薪
規
問
屡
に
か
わ
る
こ
と
は
繊
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
叉
当
時
の
他

国
船
の
考
え
と
し
て
、
塩
を
現
金
で
買
い
こ
ん
だ
か
・
り
に
は
、
膚
分
所
有
で
あ

っ
て
何
れ
の
土
地
へ
廻
送
し
販
売
し
よ
う
と
勝
手
で
あ
る
と
の
考
え
が
あ
り
、

赤
穂
会
所
の
送
状
を
も
つ
て
江
戸
会
所
へ
運
ぶ
と
い
う
、
所
謂
運
賃
前
屈
荷
同

様
の
仕
法
に
は
承
服
し
難
い
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
一
方
在
地
浜
入
隅
は
、

右
の
文
化
十
年
赤
穂
四
ケ
村
の
歎
願
書
で
明
ら
か
な
如
く
、
大
坂
専
売
に
よ
っ

て
生
ず
る
矛
盾
を
は
っ
き
り
自
覚
し
て
来
て
い
る
。
即
ち
、
専
売
に
よ
っ
て
利

益
を
得
る
看
は
藩
で
あ
り
塩
問
屋
で
あ
る
纂
を
知
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
我
ら

の
犠
牲
の
上
に
専
売
制
は
成
立
し
、
藩
及
び
塩
問
屋
は
我
々
の
上
に
あ
ぐ
ら
を

か
い
て
い
る
事
を
こ
の
段
階
に
於
い
て
は
っ
き
り
認
識
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ

に
浜
入
牌
が
江
戸
専
売
に
反
対
し
た
理
由
が
窺
え
る
。

　
以
上
要
す
る
に
江
戸
専
売
は
、
赤
穂
在
地
手
船
の
僅
少
か
ら
自
然
他
国
船
に

頼
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
他
国
船
が
既
に
江
戸
塩
悶
屡
の
資
本
的
隷
属
下
に
あ

り
、
赤
穂
藩
は
そ
の
掌
握
に
困
難
を
感
じ
た
こ
と
。
従
っ
て
、
敢
て
江
戸
専
売

を
強
行
す
る
時
は
、
他
国
船
の
赤
穂
入
船
を
減
少
さ
せ
、
既
に
こ
れ
ら
の
船
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

資
本
的
に
も
関
係
を
持
つ
赤
穂
在
地
塩
問
屋
の
反
撃
及
び
在
地
浜
入
麟
の
望
薄

を
受
け
る
事
も
予
想
さ
れ
た
。
こ
の
へ
ん
に
江
戸
専
売
の
困
難
姓
が
あ
り
、
そ
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の
為
に
崩
れ
去
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
で
文
化
十
年
、
江
戸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

専
莞
は
計
画
だ
け
で
中
止
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

・
と
こ
ろ
で
、
江
戸
専
売
中
止
と
い
う
纂
態
に
遭
遇
し
た
赤
穂
藩
は
こ
れ
よ
り

反
省
期
に
入
り
、
文
化
十
一
年
に
は
浜
人
の
要
求
を
入
れ
て
、
大
坂
専
売
に
於

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

け
る
他
国
船
売
買
の
禁
止
を
解
き
、
一
割
高
に
売
買
す
る
こ
と
を
許
可
し
た
。

元
来
塩
業
に
於
け
る
専
売
制
の
璽
要
ポ
イ
ン
ト
は
、
そ
の
生
産
面
の
掌
握
と
販

売
薦
の
掌
握
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
大
坂
専
売
に
於
い
て
販
売
廻
送
の
掌
握

の
一
部
を
失
っ
た
寡
は
、
塩
専
売
の
重
要
な
一
翼
が
崩
れ
去
っ
た
事
で
、
こ
の

文
化
十
一
年
を
以
て
大
坂
専
売
の
過
半
は
崩
慌
し
た
と
断
定
し
た
い
の
で
あ
る
。

こ
の
事
は
大
坂
資
本
の
勝
利
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
、
反
面
赤
穂
権
力
の
敗
退

を
示
す
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
寄
生
す
る
赤
穂
在
地
塩
問
屋
が
藩
権
力
の
実
力

を
ま
ざ
ま
ざ
と
見
せ
つ
け
ら
れ
た
姿
で
も
あ
る
。
叉
江
戸
専
売
崩
壊
の
場
合
も
、

江
戸
問
屋
・
赤
穂
問
屡
・
浜
人
の
三
者
連
ム
ロ
的
反
対
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、
そ

の
は
た
ら
き
か
け
は
江
戸
問
屋
に
あ
っ
た
わ
け
で
、
こ
れ
ま
た
江
戸
問
屋
資
本

の
巨
大
さ
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
馬
齢
四
年
、
唯
一
の
拠
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

で
あ
っ
た
大
坂
国
産
物
取
扱
も
中
止
せ
ざ
る
を
得
な
い
事
と
な
っ
た
。

四
　
産
物
取
扱
の
再
編
成

　
文
化
∴
叉
政
期
に
於
い
て
、
前
期
的
な
専
売
に
失
敗
し
た
赤
穂
藩
は
、
天
保

期
に
入
っ
て
再
び
専
売
仕
法
の
再
編
成
を
行
っ
て
い
る
。
天
保
三
年
鋳
物
及
び

綿
実
の
国
姦
物
取
扱
を
か
わ
き
り
に
、
同
年
東
西
浜
に
対
す
る
塩
三
斗
儀
の
製

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

造
販
売
が
藩
に
よ
っ
て
指
令
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
　
二
斗
出
と
い
う
薪
規
格
の

籏
で
、
こ
れ
を
強
制
的
に
塩
田
の
穴
数
に
応
じ
て
割
符
し
、
そ
れ
を
東
西
浜
五

ヶ
所
で
十
艘
の
船
に
年
中
運
賃
積
の
方
法
を
以
て
大
坂
に
廻
送
、
大
坂
炭
屋
治

兵
衛
に
一
手
販
売
さ
せ
た
方
法
で
あ
る
。
こ
の
俵
の
赤
穂
側
取
扱
問
屋
は
旧
来

か
ら
あ
る
浜
野
屋
・
竹
島
醗
両
問
屋
で
あ
っ
て
、
こ
の
新
法
を
う
ち
だ
す
こ
と

に
よ
っ
て
遠
来
の
問
屋
を
排
除
す
る
と
い
う
意
図
は
晃
ら
れ
な
い
。
又
天
保
三

年
に
は
産
物
奉
行
を
札
座
引
受
と
し
て
充
実
さ
せ
、
前
川
喜
八
郎
を
と
り
た
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

郷
士
と
し
て
産
物
壌
掛
に
登
用
し
、
赤
穂
藩
支
配
を
命
じ
て
い
る
。

　
前
記
の
如
く
、
三
清
張
と
い
う
新
規
の
俵
を
東
西
浜
に
強
制
酌
に
提
出
さ
せ
、

そ
れ
を
赤
穂
指
定
の
塩
問
屋
を
経
由
し
、
運
賃
稜
の
廻
船
で
大
坂
の
指
定
問
屋

に
廻
送
、
京
都
・
江
州
・
伊
賀
の
方
面
に
売
買
さ
せ
た
方
法
は
、
文
化
年
聞
赤

穂
藩
が
と
っ
た
塩
専
売
と
全
く
同
じ
方
法
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
場
合
、
．
赤
穂
塩

問
屋
、
浜
人
の
抵
抗
が
な
か
っ
た
こ
と
が
違
う
点
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
こ
の

俵
が
全
生
産
塩
の
内
、
僅
か
の
パ
ー
セ
ン
ト
し
か
占
め
て
い
な
か
っ
た
事
と
、

販
亮
先
で
あ
る
京
都
・
江
州
・
伊
賀
が
従
来
の
販
売
圏
の
比
較
的
外
に
あ
っ
た

あ
た
り
に
原
因
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
然
し
、
そ
れ
に
し
て
も
赤
穂
藩

が
廻
船
ま
で
掌
握
し
て
姦
地
・
大
坂
の
抵
抗
を
う
ま
く
か
わ
し
、
見
審
成
功
し

て
い
る
の
は
注
臼
に
価
す
る
。
従
っ
て
天
保
期
に
於
け
る
赤
穂
藩
の
塩
専
売
の

、
再
編
成
は
、
全
体
の
生
産
塩
を
繭
象
に
し
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
内
の
何
パ
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ー
セ
ン
ト
か
を
確
保
・
・
指
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
功
し
た
方
法
と
い
え
る
。

し
か
も
興
味
深
い
事
は
、
こ
れ
に
類
似
し
た
方
法
が
天
保
十
一
年
阿
波
徳
島
藩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

で
行
わ
れ
て
い
る
事
で
あ
る
。
同
藩
の
場
合
は
江
戸
に
対
し
、
釜
茄
斉
田
起
上

り
塩
田
の
み
の
生
酒
塩
を
専
売
の
対
象
と
し
、
江
戸
会
所
へ
積
下
っ
た
方
法
で

あ
る
。
こ
れ
も
徳
島
藩
が
、
在
地
・
江
戸
呼
塩
問
屋
な
ど
の
抵
抗
を
さ
け
る
考

慮
の
上
に
立
つ
た
方
法
と
思
う
。
阿
波
徳
島
藩
の
場
合
は
史
料
不
十
分
で
こ
れ

以
上
論
述
す
る
事
は
出
来
な
い
が
、
赤
穂
藩
⑳
場
合
は
一
時
後
退
し
た
藩
が
再

び
塩
業
統
制
を
ね
ら
っ
て
穣
極
的
に
進
出
し
て
来
た
姿
と
理
解
し
た
い
。
赤
穂

藩
の
右
の
方
法
で
は
藩
の
利
益
は
僅
少
で
あ
る
し
、
在
地
資
本
も
排
除
し
き
れ

ず
、
微
底
性
を
欠
い
で
い
る
点
は
い
な
め
な
い
が
、
専
売
の
再
編
成
と
し
て
こ

れ
を
坐
る
な
ら
ば
璽
要
な
意
義
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
天
保
年
間
専
売
の
再
編
成
を
行
っ
た
赤
穂
藩
は
、
文
久
二
年
こ
れ
を
一
歩
前

進
さ
せ
、
．
在
来
の
赤
穂
在
地
沖
聞
屋
一
切
の
引
上
げ
を
計
画
し
、
新
に
熟
苗
両

霊
軒
に
命
ず
る
と
い
う
再
編
成
の
方
法
を
う
ち
だ
し
た
。
又
大
坂
に
は
産
物
会

所
に
藩
土
を
感
量
取
締
役
と
し
、
前
記
炭
醗
治
兵
衛
・
塩
騒
小
兵
衛
両
人
に
支

　
　
　
　
⑭

配
を
命
じ
た
。
し
か
し
廻
船
だ
け
は
藩
権
力
を
も
つ
て
し
て
も
徹
底
的
掌
握
が

で
ぎ
な
か
っ
た
。

五
　
む
　
す
　
び

「
幕
末
期
に
お
け
る
専
売
制
度
の
性
格
と
そ
の
機
能
扁
に
於
い
て
士
寧
氷
昭
氏

が
信
州
松
代
藩
を
対
象
に
研
究
さ
れ
、
そ
の
結
果
次
の
如
く
結
論
さ
れ
て
い
る
。

　
　
こ
の
藩
に
お
い
て
は
、
幕
末
期
に
各
村
々
に
会
所
制
度
が
再
編
強
化
さ
れ

　
て
い
る
。
商
品
生
産
の
発
展
が
封
建
支
配
を
動
揺
解
体
さ
せ
る
ど
こ
ろ
か
、

　
現
実
に
は
会
所
制
度
の
再
編
成
へ
と
結
果
し
て
い
る
。
中
略
、
藩
権
力
は
文

　
政
・
天
保
期
の
会
所
制
度
に
お
い
て
は
、
城
下
町
商
人
と
共
生
す
る
こ
と
に

　
よ
っ
て
、
城
下
町
商
人
を
主
体
と
し
た
会
所
に
よ
っ
て
領
内
生
産
物
の
統
捌

　
を
実
施
し
て
い
た
。
し
か
る
に
、
幕
末
で
は
村
落
支
配
者
と
共
生
す
る
こ
と

　
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
主
体
と
な
憶
会
所
に
領
内
生
産
を
統
制
さ
せ
た
の
で
あ

　
　
㊨

　
つ
た
。

　
こ
の
結
論
は
基
本
的
に
は
全
く
正
し
い
。
今
ま
で
述
べ
来
っ
た
赤
穂
藩
の
塩

専
売
も
、
時
代
と
細
部
に
わ
た
っ
て
の
絹
傘
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
吉
永
氏
の
右

の
論
述
と
同
一
路
線
を
辿
っ
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。
た
だ
赤
穂
藩
の
塩
專
売

は
、
そ
の
対
象
物
が
生
活
必
需
晶
で
あ
る
塩
で
あ
っ
た
事
と
、
そ
の
生
産
地
が

赤
穂
城
下
町
周
辺
に
集
中
し
て
い
た
関
係
上
、
そ
の
集
散
が
慮
接
的
で
、
菰
範

な
在
地
村
落
支
配
者
層
の
介
入
を
許
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
又
文
久
年
間
在

地
城
下
町
商
人
の
排
除
再
編
成
を
行
わ
ん
と
し
て
、
従
来
の
塩
問
屋
株
を
御
破

算
し
、
新
規
問
屋
を
任
命
す
る
方
法
を
と
っ
た
が
、
新
た
に
任
命
さ
れ
た
問
屋

は
、
全
々
照
来
の
問
屋
と
別
個
の
も
の
で
は
な
く
、
恐
ら
く
浜
野
麗
・
川
口
屋

と
い
う
従
来
の
特
権
的
問
屋
が
指
定
さ
れ
た
と
想
像
す
る
。
と
い
う
の
は
、
右

の
両
名
は
藩
蔵
元
役
を
つ
と
め
、
た
び
重
な
る
藩
献
金
に
も
尽
力
し
、
こ
れ
ら
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を
除
い
て
は
藩
政
改
革
は
不
可
能
で
あ
っ
た
・
と
想
像
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
①
②
③
④
⑤
⑥
　
　
「
赤
穂
塩
業
誌
」
　
（
赤
穂
市
其
光
寺
所
蔵
）
。

　
⑦
　
文
化
二
年
、
　
「
御
圏
産
壌
猛
法
三
二
」
　
（
黒
正
巌
博
士
断
蔵
）
。

　
⑧
文
化
十
年
、
赤
穂
塩
屋
村
よ
り
藩
へ
上
申
し
た
文
書
の
中
に
、
「
近
年

　
　
大
坂
塩
問
縫
七
軒
ユ
梱
限
り
」
と
あ
る
寮
か
ら
、
尼
崎
又
右
衛
門
の
独
占

　
　
に
な
ら
な
か
っ
た
事
を
知
る
（
岡
山
大
学
所
蔵
）
。

　
⑨
「
赤
穂
塚
業
誌
」
（
赤
穂
真
光
毒
所
蕨
）
。

　
⑩
　
文
化
十
年
、
　
「
御
産
物
一
件
御
尋
被
為
遊
候
二
付
口
上
之
正
篇
　
（
黒
正

　
　
巌
博
士
所
蔵
）
。

　
⑳
　

「
赤
穂
塩
業
誌
」
に
よ
る
と
、
延
宝
五
年
「
問
屋
御
礼
銀
」
の
事
が
記

　
　
載
さ
れ
て
あ
る
が
、
こ
の
頃
問
屋
株
の
確
定
が
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
宝

　
　
永
四
年
、
　
門
間
屡
共
へ
六
貫
八
百
匁
御
用
銀
被
御
付
其
節
問
歴
株
二
十
一

　
　
軒
有
之
、
　
此
度
御
用
斜
唱
差
」
謁
候
者
ぬ
1
点
ハ
軒
、
　
M
以
来
十
心
ハ
轟
抹
二
戸
施
用
、
　
永
々

　
　
無
霜
違
御
墨
付
被
為
下
鐙
」
と
あ
る
麹
く
、
こ
の
時
分
に
固
定
し
た
も
の

　
　
で
あ
る
。
又
大
坂
に
立
て
も
享
保
年
間
塩
問
麗
に
命
じ
て
船
宿
の
設
定
、

　
　
桝
廻
し
等
の
仕
法
を
大
坂
審
行
が
実
施
さ
せ
る
な
ど
、
大
坂
塩
問
屡
の
発

　
　
展
が
見
ら
れ
る
。

　
⑫
　
赤
穂
堰
問
魔
の
中
、
最
大
の
豪
商
柴
原
・
瞬
淵
獅
氏
が
札
補
遺
入
で
あ

　
　
つ
た
事
が
柴
原
文
書
に
散
見
す
る
。

　
⑩
　
拙
著
、
　
呪
肩
本
塩
業
史
臨
　
一
〇
九
頁
。

　
⑭
⑮
　
　
「
赤
穂
塩
業
誌
」
　
（
赤
穂
真
光
寺
所
蔵
）
。

　
⑯
文
化
十
年
、
『
柴
原
文
書
」
「
年
中
用
事
控
」
（
赤
穂
真
光
寺
所
蔵
）
。

　
⑰
　
宝
永
三
年
、
　
「
壌
屋
村
高
反
別
諸
品
指
出
帳
」
　
（
柴
原
文
書
、
赤
聴
真

　
　
光
寺
所
蔵
）
。

⑯
明
治
五
年
、
「
塩
麗
村
高
反
別
諸
色
差
上
帳
」
（
柴
原
文
需
、
赤
穂
爽

　
光
寺
解
蔵
）
。

⑲
文
化
＋
一
年
「
他
所
船
ノ
二
三
ヲ
開
放
之
事
」
（
柴
原
文
書
、
赤
穂
真

　
光
寺
所
蔵
）
。

⑳
「
赤
穂
塩
業
誌
」
（
赤
穂
真
光
寺
所
蔵
）
。

⑳
文
化
十
年
、
「
御
産
物
｝
件
御
尋
被
二
丁
候
二
品
口
上
之
覚
」
（
黒
正

　
巌
博
士
翫
蔵
）
。

⑳
　
鶴
本
重
美
『
賃
本
食
壌
販
売
史
』
八
八
頁
。

⑳
⑳
⑳
文
化
十
年
、
門
御
藍
物
披
為
仰
付
候
二
付
掛
禽
一
件
」
（
黒
正
巌
博
士
所

　
蔵
）
。

⑳
「
赤
穂
撫
業
誌
」
（
赤
穂
真
光
寺
所
蔵
）
。
．

⑰
⑳
　
文
化
十
年
、
　
「
斉
木
様
之
御
重
謹
書
二
王
浜
人
～
統
御
蕃
書
砿
　
（
黒

　
正
巌
薄
士
所
蔵
）
。

⑳
鶴
本
重
美
『
B
本
食
塩
版
売
史
』
。
　
　
　
　

r

⑳
　
交
化
十
年
、
　
「
浜
入
一
統
御
悪
書
」
の
巾
に
、
　
門
二
又
御
当
地
問
麗
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ

　
ニ
モ
数
年
馴
染
之
静
各
船
ヘ
ハ
引
足
迄
少
々
宛
之
一
取
棘
m
モ
鎌
…
拠
仕
立
小
事
分
モ
有

　
之
」
と
あ
る
（
黒
正
博
士
所
蔵
）
。

⑳
⑭
⑳
　
　
「
赤
穂
壌
業
誌
扁
　
（
赤
穂
真
光
寺
所
蔵
）
。

⑭
　
天
保
三
年
、
　
「
年
中
用
霧
控
」
　
（
柴
原
文
書
）
　
（
真
光
寺
所
蔵
）
。

⑳
　
　
「
赤
穂
塩
業
誌
」
　
（
赤
穂
真
光
轡
所
蔵
）
。

⑳
　
　
鶴
本
串
墨
美
、
　
『
口
回
本
食
搬
幣
賑
魂
％
史
』
七
山
ハ
頁
。

⑰
　
日
本
襲
業
研
究
会
編
『
臼
本
塩
業
の
研
究
』
第
二
集
所
釈
、
広
由
書
道

　
氏
論
文
、
八
七
頁
。

⑯
　
　
『
歴
史
学
研
究
』
一
二
八
。
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government　from　this　point　of　view，　in　which　‘Gyokztyo”’　is　the　most

powerfttl　and　valuable　resource．　Criticism　’of　its　contents　has　been

done　without　any　inore　consideration．　・As　k　was　the　public　record，

though　it　was　recorded　by　the　strict　and　earnest　attitude，　it　was

overlooked　that　conditions　and　its　articles　depended　on　the　then

political　and　social　conditionsi，　from　the　substance　oi　which　we　thinl〈

it　to　be　clear　by　criticism　and　examination　of　its　articles　and　by

bacl〈ing　with　other　tesottrces．

The　Salt　MORopoly　in　the　Ak6赤穂C1an

by

Tatsukai　Kawate

　　The　distfibut三ng　aspect　of　the　Japanese　salt　history　to　the　develoP一

組en£of宅he　Japa繊ese　histofical　science　is　the，　pfoble撮bf　the　commodity－

cifculating　history　bf　salt　in　the　cifculating　Pでocess，　but　the　s撫dy　of

this　aspect　grows　sloweゴin　spite　of　the　felatively　abunda捻t　fesources
亙eft．

　　This　atticle，　par乞］y　clarifying　this　problem，　tfies　to　analyse　the

capita玉felations　of　the　salt　wholesale　mefchants　in　Edo江戸，
へ

Osaka大坂，　and　1競6赤穂，　through　the　process　of　the　salt　mono－

poly．　At負ゴst　as　the　feason　bf　the／4ん6　ciaゴs　sucess　in　the　salt
　　　　　　　　　　　　ム
monopoly　to　Osaha　the　counter－relation　between　the　salt　wholesale
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ
mefchant　capital　in　Osaka　and　1n／4ん6　is　examined，圭n　which　the

salt　whoiesa王e　merchants　in君ん6　who　were　to　exclude　the　pressure
　　　　　　ム
of　the　Osaha　mefchant　capital　upon　them　faced　it　with　the　salt　mo－

nopoly　supported　by　the　powef　of　the／1ん6　clan　as窃e　last　basis，

thoほgh　the／1ん6　whoiesalers　tfied　to　grasp　in　vai麓some　ships　ill　othef
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ム
countries　undef　the　control　of　the　Osakαcapita1，　Then　in　the　monopoly

in　Edo，　its　fouadatioh　was　hardly　established　from　the　first　time　i且

conse（luence　of　the　diMculty　of　grasping　ships　in　other　countries　undef

the　contorol　of　the　Edo　salt　wholesale　merchants，　the　capital　intefests

of　／1為6　aga三nst　the　other　countfies，　and　the　mo▽ement　of　theでesident

ffamanin浜人against　the　moaopoly，　and　at　last　the　Ak6　c！an，　failed

in　the　salt　monopoly　in　the　Bunka　文イヒ　and　、Bu？・zse’i　陶歯　periods，

re－organized　the　monopoly　turn加g　aside　complaint　of　ffa？nanin『by

apPointing　the．new　stfawbags　and　contfibLiting　them　from　each　beach．
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